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監査事務所の最高責任者からのメッセージ

監査法人は、 企業の財務情報の正確性と信頼性を確保

するために重要な役割を果たしています。  法定監査領

域の拡大や内部統制監査など、 業務範囲が拡大してき

ましたが、 現在はさらにサステナビリティ情報の監査へ

と拡大しようとしています。

一方で、 不正会計 ・ 不適切開示が後を絶たないことか

ら、 監査人に厳しい目が向けられています。 そのため、

監査法人の運営及び監査業務に対して品質の向上が求

められ、 不正リスクへの対応、 監査の品質の向上、 監査

法人のガバナンスコードの導入、 品質管理基準の改訂、

上場監査事務所登録制度の創設と法制化などの制度改

革が行われ、 監査業界や監査実務は大きく変化してきま

した。

監査環境の変化

こうした監査環境の変化の結果、 多くの監査現場では、 

膨大で単調な作業に追われ、 細かい基準に気を配って神

経をすり減らし、 ややもすると監査上のリスクを深く掘り

下げる精神的 ・ 時間的余裕がない状況を生み出しかね

ないところまで来ていました。 当法人もかつてはそうし

た状況に陥り、 公認会計士の大量退職と品質の劣化を

生んでしまい、 金融庁より業務改善命令を受けるに至り

ました。 指摘を受けた事項についてはすべて改善を図り

ましたが、 この経験を経て、 監査現場に負荷を掛けるこ

とが大きなリスクになると認識を持つに至りました。

私たちは、 人材流出のリスクを回避しつつ品質の改善

を図るための方策として、 IT 技術を積極的に取り入れ

て業務の自動化と効率化を図るとともに、 監査調書様式

等を含むツール開発に力を入れて監査現場に負荷をかけ

過ぎないようにするとともに、 充実した研修制度を整備

して人材育成に力を入れてきました。 品質向上のための

こうした業務改革が監査業務を魅力あるものにし、 人材

の定着と優秀な人材の確保、 構成員への分配の増加へ

と結びついていると考えています。

当法人の改革

の問題は深刻さを増し、 災害、 紛争、 飢餓、 差別、 社会

格差などの社会課題への関心も高まってきています。

私たちは社会の一員として社会課題と無縁では存在しえ

ないだけでなく、 私たち一人一人及び個々の組織の行

動が社会の動向を左右することを自覚して、 行動を起こ

す必要があると考えられます。 私たちの社会的責任は、

まずは品質の高い監査を行うことで資本市場の活性化を

図ることにありますが、 構成員のウェルビーイングに配

慮した組織を作ることも大切だと思います。 そして、 社

会課題に対しても、 ボランティア活動の奨励や社会貢献

団体への寄付と言った可能な範囲での貢献活動を行う

べきと考え、 実践しています。

明誠グループは、 誠実でかつ高度な専門技能を有する人材を育み、

チームワークにより高品質なサービスを生み出し、

公正かつ健全な国際社会の発展に寄与する事を目的とする。

経営理念

私たちは信頼を得るために、 与えられた業務に誠実に向き合います。

私たちは高品質の業務を遂行するために、 専門知識と技術の向上に努めます。

私たちは公正不偏の態度を貫くために、誘惑や圧力に屈しない人格の形成に努めます。

私たちはより良い成果を出すために、 チームワークを大切にします。

私たちは先人の知恵に学び、 自ら創意工夫、 日々努力して、 ベストを尽くします。

行動指針

一方で広く社会の変化に目を向けると、 日本は少子高

齢化による労働力の減少に伴い人手不足が深刻化して

います。 また、 女性の社会進出、 介護や子育て世代へ

の配慮、 ワークライフバランスの確保など労働環境に配

慮した経営が求められています。 世界的には地球温暖化

社会的責任

統括代表社員 武田　剛
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経営管理の状況等

Ⅰ 品質管理基盤

監査の品質向上のために、 日本公認会計士協会から出

されたガイダンスに基づいて改訂品質管理基準に沿って

品質管理目標を定め、 1 ２0 を超えるリスクを洗い出し、

どのようにリスクに対応するかを検討して、 組織の変更、

人員配置の見直し、 規程の整備、 ルールの見直しと新設、

ツールや様式の開発などを行いました。 改訂品質管理基

準の適用基準日に向けて、 それらを周知し、 必要に応じ

て研修を行い、 現場の実務に浸透させてきました。 そし

て、 適用状況をモニタリングし、 検出された問題を検討

して、 改善策を策定して周知を図るという仕組みを作っ

ています。

監査契約の新規締結及び更新

監査契約の新規締結及び更新は、 品質管理基準の要求

事項を満たす様式及びルールを定めて運用しています。

上場会社の新規の監査契約の受嘱については、 監査リ

スクを検討し、 社員会で承認することとしています。 そ

の他の保証業務契約についてはリスク評価した上で統括

代表社員が決裁することとしています。 さらに、 保証業

務以外の契約の受嘱においては、 保証業務の独立性に

影響を与えるかどうかを検討した上で統括代表社員が決

裁することとしています。

監査契約の受嘱にあたっては、 業務の性質、 対象企業

の事業環境、 経営者等の誠実性及び倫理観などに関す

る情報を検討するとともに、 業務に適した能力及び経験

を有する監査実施者が十分な時間を確保できることなど

を事前に確認しています。  監査の新規の契約について

は、 期首残高の適正性についてレビューを実施するとと

もに、 該当する場合には前任の監査人に対して質問及び

調書の閲覧を実施し、 監査リスクの評価を実施していま

す。

独立性の維持

監査人が独立した第三者として監査の適切性を確保す

るためには、 精神的独立性と外観的独立性の両輪を回す

ことが重要です。 当法人では、 基準の要求事項に従った

独立性チェックリストを上場会社の監査の新規受嘱時と

会計年度末にもれなく提出させる体制を整えています。

また、 会計年度末にはインサイダー取引の防止などを目

的とした誓約書も提出させています。

海外でも国内においても上場企業の不正会計事件が相変わらず後を絶ちません。 それを発見して防止するために存在

する監査法人の監査に対して厳しい目が向けられています。 これまでも品質管理の基準は幾度となくより厳格なものへ

と変更されてきましたが、 2011 年 11 月に改訂された品質管理基準では、 自ら品質目標を定め、 リスクを洗い出して、

それぞれの監査法人が実情に合わせて品質管理体制を構築することになりました。 当法人は 2024 年 7 月 1 日の適用

基準日に向けて組織体制を変革し、 規程類を整備し、 様々な制度改革を行ってきました。

品質管理体制

品質管理の最終的責任者である統括代表社員のもと、

品質管理部を置いて、 品質管理体制の整備及びモニタリ

ングを実施しています。 品質管理担当パートナーが品質

管理部長となり、 経験豊富な会計士１名と公認不正検査

士１名の 3 名で組織されています。 その 3 名は業務時

間の大半を品質管理業務に充てており、 十分な品質管

理体制を組んでいます。 また、 品質管理は、 監査従事

者、 IT 管理者、 経営管理担当者を含めた全ての役職員

が、 それぞれの業務の中で実践していくものであること

から、 週礼、 グループウェア、 研修、 OJT などにより周

知しています。

これらの文書の提出は、 当法人の役職員のみならず、

監査業務の税務分野を委託している外部の税務専門家

や同じオフィスで業務を行っているグループ法人の役職

員構成員に対しても義務付けています。

業務の実施及び審査

当法人は監査業務の実施に関する方針及び手続を監査

マニュアルとして定めています。  監査チームメンバーは、

当法人のマニュアル、 様式、 IT ツールを用いることで、 

不適切な会計処理を見逃さない深度ある監査を実施し

ています。 監査の過程で検出された、 専門性が高く判断

が伴う事項や見解が定まっていない一定の事項について

は、 必要に応じて専門的な見解の問い合わせを行うこと

としています。

社会的影響が小さいなどの一定の監査業務を除いたす

定期的検証

各監査の手続や報告書の作成に至る過程について、 不

正リスク対応基準が適用される会社を対象として、 毎年

定期的検証を実施しています。 また、 上記の監査の検証

に加え、 当法人が特に重要であると判断した項目につい

ては、 不定期で検証を行うなど、 更なる品質管理の整備

に努めています。

品質管理システムのモニタリング

法人全体の品質管理業務の時間数

2025 年 6 月期実績

整備した品質管理体制については、 品質管理部にてモ

時間

外部機関によるレビュー等の結果

日本公認会計士協会　品質管理レビューの結論

及びその結果に基づく措置

（１） 時期及び結果 ( 評価 )

　�直近では 2022 年 12 月に実施され、 結果は 5 

段階のレーティング中、 2 番目のレベル 2 と評価さ

れました。 このため、 レベル 3 以下の場合に必要と

なる改善状況の検証のためのフォローアップ ・ レ

HLBI　グローバルレビューの結果

2022 20122016

公認会計士又は監査法人（以下「監査事務所」という。）に対する、公認会計士法に基づく我が国における外部のレビュー

又は検査の制度には、 日本公認会計士協会 （以下 「協会」 という。） による品質管理レビューと、 公認会計士 ・ 監査審査

会 （以下 「審査会」 という。） による検査があります。  また、 当法人が加盟する HLB　International には、 加盟する

会計事務所同士がお互いの保証業務をレビューするピアレビュー制度があります。  当法人に対する最近の外部機関によ

るレビュー等の結果は以下の通りです。

2023 年 4 月に限定事項のない結論を表明する品質

管理レビュー報告書を受領しています。  重要な不備事項

はありません。

べての監査業務において、 意見表明前の審査を義務付

けています。 審査担当者は、 監査上の特別な検討を必

要とするリスク項目などの重要な事項について、 監査資

料を閲覧し、 監査責任者と討議し、 重要な監査調書を査

閲する等の手続きを実施して、 監査業務の審査を実施し

ています。

ニタリングを実施し、 発見事項を評価し、 是正措置を行

い、 改善状況のモニタリングを行っています。 是正措置

として、 様式、 マニュアル及びルールを変更し、 研修等

で周知を行っております。

 2025 年 6 月 30 日現在の評価の実施において、 下

記の不備を検出しておりますが、 当該不備を除き、 当法

人の品質管理システムは、 品質管理システムの目的が達

成されているという合理的な保証を当法人に提供してい

ることを確認しました。

監査事務所の業務運営に関する資源に関して、 以下の

発見事項が認められます。

　当法人は監査の実務経験が 3 年以内の比較的経験が

浅い監査実施者が多いため、 監査業務において軽微な

不備が認められ、 また、 統括代表社員が監査業務に時

間を割かざるを得ないことから、 法人全体の管理業務で

軽微な不備が生じております。

ビューは受けていません。

（２） レビュー結果の活用状況

　�レビュー結果は、 指摘事項とこれに対応する改善措置

を含めて社員会で報告され、 速やかに実施に移すこ

とにより、 監査の品質向上を図っています。

2024 年 6 月期実績 時間

品質管理目標、リスク及び対応

品質管理体制の整備

2,587

942

（一人当たり 74 時間）

（一人当たり 29 時間）

※一人当たりの時間は、法人の役職員の総人員数で除して求めています。
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経営管理の状況等

8 Ⅰ品質管理基盤

当法人では、 品質管理体制を整備し、 品質を重視する組織風土の醸成に努めています。  品質を重視する組織風土がど

の程度構成員に浸透しているかについて、 意識調査アンケートを行い、 その結果を分析し、 その後の諸施策に生かして

いくこととしています。

2025 年６月期の当該意識調査アンケート結果につきましては、 ①から⑨のすべてのカテゴリーにおいて平均 80 点以

上 （100 点満点） の良好な結果となりました。

今回のアンケート結果にカテゴリー間で偏りが見られなかったことを踏まえ、 次回の意識調査アンケート （2026 年 6

月期予定） においては、 質問項目及び回答の選択肢を見直 ・ 改良を加えることで、 当法人メンバーの素直な意見を的確

に把握するなど、 品質を重視する組織風土のさらなる浸透に努めてまいります。

Ⅱ 組織 ・ ガバナンス基盤品質を重視する組織風土意識調査アンケート結果

「誠実でかつ高度な専門技能を有する人材を育み、 チームワークにより高品質なサービスを生み出し、 公正かつ健全な

国際社会の発展に寄与することを目的とする」 という経営理念のもと、 組織及びガバナンス体制を整備しています。

組織構造としては、 経営意思決定機関である社員会のもとに、 統括代表社員が業務執行を統括し、 各部門に職務を分

掌させ、 適切な指示、 承認及び報告体制を整えています。監査業務の執行部門として、 監査第１部と監査第２部を設置し、

サポート組織として品質管理部、 経営管理部、 情報技術部及び戦略推進室を設置しています。 また、 経営監督機関とし

て評議員会を置いています。

監査法人は、合名会社に類似の組織であり、社員となっ

た公認会計士が出資を履行するとともに業務執行を担

い、 全社員で構成される社員会が最高意思決定機関と

なります。 当法人は 2025 年 6 月末現在で社員数が 6

名のみの小規模な監査法人であるため、 社員会が重要

な経営意思決定を行っています。

監査部門における業務執行は、 業務執行社員を筆頭に

クライアントごとに監査チームを組織して行っています。

監査チームは監査契約の締結、 計画策定、 監査手続の

実施、 意見形成、 意見表明を業務執行社員の責任の下

に実施します。 法定監査の意見表明の前には、 審査担当

者が監査業務の審査を必ず受けることとなっています。

審査業務は、 監査の品質を確保し、 監査リスクを低減す

ることを目的として、 監査リスクの高い重要な項目につ

いて十分な審査を実施することとしています。

監査法人は、 監査品質を維持し向上させるために品質

管理体制を整備し、 適切に運用することが求められてい

ます。 その要となる品質管理部は、 品質管理システムの

日常的監視、 監査業務の定期的検証を実施しています。

検証の実施により検出された事項については、 その原因

を監査チームや担当部署と協議して究明し、 改善を求め、

改善状況をモニタリングし、 結果を法人全体に周知して

います。 また、 品質管理部は、 法令基準等の改訂や日

本公認会計士協会から提供される様式等に従った監査

ツールや品質管理ツールの改訂及び整備なども行ってい

ます。

経営戦略を実行するために、 戦略目標の具体化と部門

横断的な協力体制を作るため、 統括代表社員が直接統

括する戦略推進室を置いています。 戦略推進室には、

経営監督機関としては、 統括代表社員及び外部の有識

者１名をもって構成される評議員会を設置しています。

外部の有識者については、 監査業務について知見を有

し、 経営についての知識や経験を有する者を評議員とし

て社員会で選任しています。 評議員会は、 監督 ・ 評価

機関として、 年３回開催される定時評議員会の他、 必要

に応じて臨時評議員会を開催することとしています。

当法人では、 監査で培った長年の経験や知識を活かして、 財務コンサルティング業務を提供することとしています。 現

状では総収入の 99％超を監査業務を中心とした保証業務が占めています。 一方、 当法人が所属する明誠グループにあ

る明誠税理士法人及び株式会社明誠リサーチは、 会計業務、 税務申告業務、 データ監査ツール 「ActiveData」 の販売

及びサポート、 その他のコンサルティング業務を行っています。 当法人及び明誠グループのメンバーが非保証業務を提供

するにあたっては、 保証業務の独立性の確保のために、 事前に当法人の監査及びその他の保証業務と利害関係がない

ことを確認して受嘱しています。

非保証業務の提供方針

組織体制

社員会

監査部門と審査体制

戦略推進室

品質管理部

評議員会

教育研修グループ、 グローバルグループ、 サステナブル

グループを設けています。
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充実した研修教育体制

当法人の研修制度は、 監査の実務を身につけることを

目的とした定期研修、会計基準、監査基準の改訂やトピッ

クスに関する週礼時研修、 特定のテーマについての長

時間の研修と倫理、 法令などの研修からなる集中研修、

監査チーム単位での研修の 4 つから成ります。 監査に関

する専門的な研修は、 監査に携わる全てのスタッフに対

して行われ、100 時間を優に超えるものとなっています。

職業倫理、 IT セキュリティなどについては、 経営管理部

門のスタッフや同じオフィスに同居するグループ法人の

役職員、 及び税務科目のレビューのみを行う外部委託者

研修時間

専門的サービスを提供している当法人にとって、 高品質なサービスを生み出す源泉である人材はもっとも重要な経営資

源です。 当法人は、 「誠実でかつ高度な専門技能を有する人材を育む」 ことを経営理念に掲げ、 品質を重視した公正な

人事評価を心がけ、 モチベーションを高めるための目標管理制度を整え、 充実した研修教育体制を組み、 積極的な採用

活動を行い、 手厚い福利厚生による定着率の向上を図り、 人材の確保と育成に力を入れています。

部門ごとに目標となるスキルを明示し、 個々の目標設

定や自己評価に利用するほか、 人事考課などの業績評

価の参考として用いるフレキシブルな目標管理制度を

2024 年 6 月より導入しました。 スキルは会計や監査

などの専門知識に留まらず、 DX 化が進む昨今必要とさ

れる IT スキル、 グローバル人材育成に不可欠な英語力、

業務に対する誠実性、 積極性、 協調性、 成果の質や効

率など多岐に渡ります。 また、 個々人のスキルに応じた

資格を例示し、 職員の中長期の目標設定や自己評価を

促しています。 さらにまた、 年度末には全職員が上長と

面談を行い、 目標の達成度についてお互いに確認を行

うとともに業績や能力、 適性の評価を行うと同時に、 翌

期以降の目標を明確にしています。

人事考課制度は、 大きく賞与査定と昇給 ・ 昇格査定の

２つに分けられます。 賞与査定は夏季と冬季にそれまで

の半年間の業務について、 昇給 ・ 昇格査定はそれまで

の１年間の業務について、 執務態度やパフォーマンスを

評価して決定します。 評価項目は多岐にわたりますが、

業務品質の高さ、 専門的知識とスキルの発揮が重要な

要素となっています。 上長による調書レビュー、 定期的

検証の結果、 外部機関による品質レビュー等の結果も査

定に反映させることとしています。

品質を重視した公正な人事考課制度

モチベーションを高めるための目標管理制度

も対象としています。 研修の未受講者に対するフォロー

も行っています。

監査業界においては公認会計士は大きく不足しており、

我々中小監査法人は公認会計士の採用が非常に難しい

状況にあります。 そのため、 職員の育成と定着により、

時間をかけて幹部職員を内部から登用することが有効な

手段であると考えられるため、 公認会計士や試験合格者

だけでなく、 監査トレーニー （受験生） 枠の採用も積極

的に行っています。

積極的な採用活動

専門的な能力の高い人材を育成するには定着率を高め

ることが重要となります。 経営戦略の公表により経営参

画意識を高め、 パーティーの開催やボランティア活動に

より役職員の連帯感の醸成を図っています。 また、 育児

介護に関する休業、 時短、 在宅勤務を基準よりも手厚く

し、 昼食補助、 資格取得 ・ 学習支援制度、 ボランティア

活動補助制度など、 充実した福利厚生制度を整えていま

す。 さらに、 耐震性の高さを配慮してオフィスの場所を

選定し、 オフィスの災害備蓄に加え、 役職員の自宅向け

の災害備蓄品の配布も行っています。

定着率の向上と手厚い福利厚生

有資格者 社員公認会計士　

公認会計士　

米国公認会計士　

米国公認会計士 （Inactive）　 

英国勅許会計士　

CFE （公認不正検査士）

税理士

社会保険労務士

CISA （公認情報システム監査人）

CISA 試験合格者 

米国公認会計士試験合格者

2025 年 6 月末現在

※一人当たりの時間は、法人の役職員の
　総人員数で除して求めています。

2025 年 6 月期 4394

時間

123.8 時間

42412024 年 6 月期

時間

一人当たり

１３１ 時間一人当たり

６名

２名

１名

１名 

１名

３名

３名

１名

１名

２名

１名

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・
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IT への取り組みの状況

当法人では、 2020 年 4 月よりリモート監査体制の

整備の一環として、 Web コミュニケーションツールであ

る Microsoft Teams を導入しました。 これにより、

Web 会議やチャット機能を活用した法人内外との円滑

なコミュニケーションが可能となり、 各監査チーム内での

ファイル及び情報の一元管理と作業ファイルの共同編集

を行うことにより、 業務効率化を図っています。 現在は、

監査スタッフの業務を知識面でサポートするために様式、

監査マニュアル及び解説資料をまとめたイントラネットの

開発にも着手しています。

Web コミュニケーションツールの利用 データのクラウド化

IT 技術の進展により、 企業の業務処理から財務報告に至るまでのプロセスは、 基本的にすべて情報処理システムに大

きく依存する状況にあります。 膨大なデータを活用することが当たり前となった現代社会において、 監査人も企業の多

様なデータにアクセスし、 より深度ある監査を実施することが求められる時代になっています。 今最も重要なことは、 こ

うした技術革新や社会の変化に適応し、 監査業務の在り方そのものを進化させていくことだと認識しています。

当法人では、 IT 技術を積極的に活用することで、 業務の効率化と監査品質の向上を同時に実現していくことを目指し

ています。 また、 IT 技術の活用によって業務負荷を軽減し、 監査人が本来果たすべき専門的判断業務に専念できる時

間を創出することで、 監査業務をより価値あるものに変革していきたいと考えています。

近年のウイルス感染やサイバー攻撃の激化 ・ 高度化に

対応するため、 2020 年 4 月より、 社内データの保管

及び共有基盤を クラウドサービスへ全面的に移行し、 セ

キュリティレベルの向上を図りました。 これにより、 時

間や場所にとらわれず必要なデータへ安全にアクセスで

きるようになり、 災害時における事業継続体制 （BCP）

も整いました。 また、 機密情報を保護するため、 業務用

PC 端末からデータを自動的に削除する仕組みや、 貸与

PC 以外でのダウンロード及び編集を禁止する独自のシ

ステムを開発して運用しています。 これにより、 情報漏

えいリスクの最小化を図っています。

パワークエリを用いた基本調書の自動作成
システムを開発し、導入する

2021

調書の電子化や青雲クラウドシステム上での
クライアントとのデータ受け渡しが定着し、
スタンダードとなる

2005
発足当初より、IT 活用による業務の効率化を重要視　
Excel 関数に始まり、フォーマットの作成活用、マクロ
による調書の一部の自動作成ツールの開発等を行う

グループ法人である明誠リサーチの ActiveData 日本語版
制作および国内販売開始を皮切りに、データ監査ツール
が積極的に活用されるようになる

監査調書のリードスケジュールの自動作成
ツールの開発・導入を行う

2019

電子確認システムの利用を開始、またDataSnipper や
AI を用いた自動照合ツールで更なる効率化が進む

2023

次世代の調書システムをローコードで自社
開発する等、ＡＩ技術の積極的な活用を行う

2024

2010

2009

IT投資金額（外部支出のみ）

AI 文書照合ツールの活用

従来、 証憑突合や検証作業は手作業による確認に多くの

時間を要していましたが、 AI 文書照合ツールを導入し、

証憑と監査対象データとの自動照合を行うことが可能と

なりました。 また、 開示検討業務においても、 前期書類

との照合、 合計チェック、 内部整合性チェック及び修正

箇所の自動検出機能などを活用し開示情報の正確性と

効率的を実現しています。 また、 照合した証憑のリンク

機能により上長による調書レビュー手続の効率化にも貢

献しています。

現代の監査においては、 IT システム、 データ処理及び

データ分析、 IT ツールの理解が不可欠であるため、 IT

に関する研修を実施しています。 また、 IT 統制の評価

については各チームから選抜されたメンバーを集め、 研

修、 資料収集、 方針検討、 ノウハウの共有などを図って

います。

IT 人材の育成

当法人ではクライアントから受領した電子データの加工

の自動化に長年取り組み、 2021 年からは当法人が開

発した科目調書作成自動化ツールを活用し、 入手した財

務数値データの取込 ・ 加工 ・ 抽出 ・ 集計 ・ 分析資料作

成までの一連の業務を自動化しています。 データ分析の

自動化とビジュアル化により、 監査チームはより早期に

分析結果の検討やヒアリング、 異常データの検証といっ

た本質的な監査業務に着手できるようになり、 深度ある

監査手続の実施が可能となっています。

なお、 当法人は設立時より、 CAAT の導入の必要性を

強く意識し、 データ監査ツールである ActiveData の

日本語版制作に携わり、 2011 年より当法人の監査実

務に用いて来ましたが、 科目調書作成自動化ツールの運

用開始により、 現在では主としてサンプリングツールと

しての利用に限定しています。

データ分析の自動化

研究開発時間

1249 時間2025 年 6 月期実績

1人当たり ３4 時間

25 分

42 分

４６８万

１３３８万

１９５７万

１4.6 万

３8.2 万

５4.3 万

一人当たり

総額

※一人当たりの時間は、法人の役職員の
　総人員数で除して求めています。
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Ⅴ 財務基盤

当法人の収益は、 上場会社の監査業務による収益が大

半であり、 その他は HLBI のメンバーファームから紹介

された外資系の子会社等の監査関連業務収入で占めら

れています。 一方支出に関しては、 従来は、 監査に直接

従事する人員の人件費支出が費用の過半を占め、 その

他の費用では事務所の賃料及び維持費が大きいもので

したが、 近年では IT 関連支出や品質管理のコストが大

幅に増加しています。

IT 関連支出のうち、 IT 基盤の整備 ・ 維持コストに関し

ては、 ペーパーレス化、 データ蓄積量、 活用量、 通信量

の増加により増加傾向にあります。 また、 時代の流れに

合わせて監査業務を高度化するため、 AI を含めた最新

の IT 関連ツールの導入やローコードツールを用いた監

査業務の自動化などの投資で支出が増加しています。

品質管理コストについては、 監査品質への要求水準の

高まりとともに年々増加の一途を辿ってきましたが、 当

法人に 2024 年 7 月 1 日適用された品質管理基準の

大幅改定により、 品質管理のコストの負担は大きく跳ね

上がる結果となりました。

特定のクライアントグループから得る監査報酬の比率が

監査法人の総収入の一定割合を超えると、 その監査報

酬を失うことを恐れ、 監査意見の表明に影響を与えるリ

スクがある考えられています。 当法人は基準に要求する

報酬依存度 15％以下を遵守しているのはもちろん、 今

後は規模を拡大することにより、 さらに低い水準にして

いきたいと考えております。

報酬依存度

現在のところ当法人の財務基盤に問題がある状況では

ありませんが、 品質管理体制の整備を個人の能力に依存

している面があり、 将来的にはこうした IT 関連支出や

品質管理のコストを賄い、さらに役職員への十分なリター

ンを確保するため、 売上規模を拡大するべきであると考

えています。

一方、 急激な規模の拡大は、 業務品質の低下を招きか

ねないため、 人員の増強 ・ 育成とクライアントの獲得の

バランスを取りながら拡大を図ることが肝要であると考

えています。

経営成績の分析

監査法人が会計監査の品質を持続的に向上させていくためには、 必要十分な品質管理体制を整え、 運用しなければな

りません。 また、 経済社会の発展、 IT 技術の進歩、 会計基準や監査基準の変更に合わせた継続的な研究開発が求めら

れます。 さらに質の高い人材を確保し、 育成していくためには、 充実した研修制度や役職員への十分な分配が必要です。

これらを金銭的に支えるための財務基盤の充実は、 監査法人にとっても重要なテーマです。

Ⅵ 国際対応基盤

HLB International の概要

HLBI は 1969 年に設立され、 150 を超える国々で

1000 以上の事務所を有し、 ４万５千人を超える専門ス

タッフを擁する会計事務所のネットワークです。 メンバー

ファームはそれぞれの地域に根差し、 現地のビジネス、

法律、 慣習などに精通し、 幅広い人脈を築いていると同

時に、 ネットワークに所属する世界中の専門家と密接な

つながりを持ち、 クライアントの多様なニーズに応えてい

ます。 HLBI はそれらを集約し、 全世界で一貫した高品

質のサービスを提供するために、 グローバルな連携体制

を整え、 国際会議、 WEB 研修、 マニュアルやツールの

共有を行っています。 HLBI に加入することで、 グロー

バルな監査にも対応できるようになり、 グローバルな品

質により幅広いサービスを提供できるようになりました。

１５5 ４６, ７５５ ８/ /

COUNTRIES PEOPLE GLOBAL RANKING

最新の技術や情報の入手

様々なグローバル基準や規制は、 海外の動向を踏まえ

て導入が検討される傾向にあります。 先行する海外の情

報をいち早く取り込むことができる環境を整えることは、

グローバル監査体制

グローバルネットワークに加盟する利点として、 国際的

な業務については相互に現地のメンバーファームに依頼

できることが挙げられます。 実際に当法人のクライアン

トの海外子会社等の監査については、 他国の HLBI の

メンバーファームに依頼し、 それとは逆に海外のメンバー

ファームから依頼を受け多数の監査を実施しています。

ピアレビュー

HLBI は国際会計士連盟 (IFAC) により設置された

Forum of Firms の一員として、 財務報告と監査実務

の面で、 一貫して高い品質保持の実現に貢献していま

す。 メンバーファームは、 加入時の審査、 および 3 年ご

とのピアレビュー （HLB メンバーファーム同士の品質レ

ビュー） を通じて、 監査業務及び品質管理体制を確認し

ており、 所在する国やその規制機関が異なっていても、

一定水準以上の品質が確保される体制となっています。

当法人は定期的にピアレビューを受け、 その基準をクリ

アしています。

当法人は、 設立早々に国際ネットワークへの加盟を目標と定め、 品質管理体制を整備し、 申し入れ、 加入審査を経て、

設立から 5 年後となる 2010 年２月には HLB International （HLBI） へ加盟しました。

法人の品質管理の向上に不可欠です。 当法人は、 本部

からの通知、イントラネットによる情報提供、国際カンファ

レンスでの各種報告や研修会により、 海外の動向、 最新

の基準、 マニュアル、 ノウハウ、 IT ツールなどの情報を

取得しています。 グローバルな監査については、 実際に

HLBI から提供されているマニュアル、 指示書のひな形

などを利用して監査を実施しています。 また、 日本にお

ける IFRS （国際財務報告基準） 採用企業の監査にお

いては、 基準のみでは判断できない会計実務について、

メンバーファームへ問い合わせを行うなどの協力関係を

築いています。

経営成績の推移及び計画

企業グループ別　報酬依存度上位８社

HLBI人員推移

２7485 人

２９３６３人

３2839 人

３８732 人

４0831 人

４６７５５人

５1948 人
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経営管理の状況等

サステナビリティ

会計分野の専門家として、 会計、 監査、 コンサルティング業務を通じて社会の発展に寄与することが私たちの使命で

す。 その使命を果たすためには、 業務を遂行する役職員が十分に力を発揮できるようにしなければならず、 クライアント

やベンダーとも有効な関係を築くことが事業の長期的な発展には必要なことだと思います。 地球温暖化による酷暑や災

害などは、 役職員やその親族、 クライアントや取引先の業務などへも大きな影響を与えています。 また、 社会格差、 貧困、

犯罪の増加、 地域紛争といった社会課題は、 社会の一員として無視すべきものではないと思います。

Ⅶ

役職員のウェルビーイング

働きやすい環境を整えることは、 職場の魅力を高め、

採用時に人材の確保につながるとともに、 育成した人

材の流出を防ぐことにより業務品質の向上につながりま

す。 働きやすい環境として、 IT ツールの開発により業務

を効率化し、 労働時間を短縮しました。 また、 構成員の

育児や介護などの家庭事情へ配慮した休暇、 時短、 在宅

勤務などの制度の拡充を図ってきています。 さらに、 労

働意欲を喚起するために、 戦略目標の公表、 チームミー

ティングなどによるチーム目標の明示と業務の見える化

を進めてきました。 そして、 研修制度の充実、 自己学習

支援制度及び自己目標の設定と面談による成長の促進

など、 構成員の業務能力の成長を支援しています。

地球環境保護の取り組み

 当法人は、 2021年4月より監査調書の電子化を行っ

ています。 クライアントからもクラウドサービスを通じて

資料を電子的に提供してもらうようにしています。 また、

2024 年 9 月から証書由来グリーン電力を導入するこ

とで CO2 排出量削減に貢献しています。

従業員のボランティア活動を支援するために、 職務時

間外に行った活動に対する活動費の支援制度を定めて

います。 また、 業務時間内の活動として、 河川敷や海岸

のごみ拾い、森林の下草狩り、地域パトロールなどを行っ

てきました。 法人の構成員がこうした活動を実際に行う

ことは、 構成員の連帯感により組織力を向上させるとと

もに、 自主性や積極性などの人格的成長、 環境意識や

社会問題への認識の向上につながると考えています。

ジェンダー平等への取り組み

日本は先進国の中でも女性の地位がかなり低い国と

なっています。 会計監査の業界においても、 女性会計士

は非常に少ないのが現状です。 会計監査は、 公正性を

大切にしている業界です。 女性であることが不利である

状況は当然変えていかなければなりません。残念ながら、

当法人は会計士における女性比率が少ないために女性

会計士が採用できて来ず、 女性パートナーがおりません。

女性会計士の増加の妨げとなっている現在の試験制度

やマネジャー以上の会計士の過重労働など、 会計士業界

全体として取り組むべき課題があると考えています。 当

法人は採用、 査定、 昇格 ・ 昇給、 業務分担における性

差的取り扱いを一切排除し、 出産や育児、 介護などのラ

イフサイクルに配慮し、 時短制度や休暇制度の整備を進

め、 女性会計士の積極的採用を進めています。

様々な社会課題があり、 それらの課題に対して法人と

して直接的に取り組むことは困難ですが、 社会課題を解

決するために活動している組織に対して、 金銭的に支援

することは可能です。 当法人は、 売上高の 0.2% 超を

毎期寄付することとしています。 また、 印刷物を福祉作

業所へ発注するなど、 購入先の選定においては、 サステ

ナビリティに配慮しています。

公益団体への寄付等

事務所概要

概要（２０２５年６月現在）

名称

設立

統括代表社員

出資金

所在地

連絡先

URL

HLB Meisei 有限責任監査法人

２005 年 5 月

武田　剛

２６，４００，０００円

東京都台東区元浅草 3 丁目 7 番 1 号
住友不動産上野御徒町ビル９階

03-6897-8791

https://www.hlbmeisei.jp

人員数
社員　　　職員　　　合計

公認会計士

試験合格者

監査補助職員

その他

6 名

ー

ー

ー

６名

２名

ー

２５名

３名

３０名

８名

ー

２５名

３名

３６名合計

提携先外国会計事務所等

HLB International

（提携 ： ２０１０年 2 月 25 日）

約 155 ヵ国の会計事務所が加盟する世界第 8 位の国

際ネットワークです。 メンバーファームは国際監査マニュ

アルと国際品質管理手続の適用が義務付けられ、 定期

的に品質保証レビューを受けることとなっています。

外国会計事務所及び他の監査法人との提携状況

沿革

上場被監査会社一覧

             会社名                       　　    市場区分

ブロードメディア株式会社

大黒屋ホールディングス株式会社

トレイダーズホールディングス株式会社

株式会社プロパスト

株式会社ジェイホールディングス

ダントーホールディングス株式会社

株式会社リミックスポイント

AI フュージョンキャピタルグループ株式会社

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

スタンダード

非上場被監査会社数

2023.4 事務所を台東区元浅草へ移転

2019.10HLB Meisei 有限責任監査法人へ名称変更

2010.2HLB International に加盟

2005.5 明誠監査法人設立

明誠グループ

プレシジョン ・ システム ・ サイエンス株式会社 グロース

明誠グループは、 当法人、 株式会社明誠リサーチ、 明

誠税理士法人及び明誠労務管理事務所の 4 つから構成

されています。 クライアントのニーズに正面から向き合

い、 ひとつひとつの業務に丁寧にそして誠実に取り組

み、 専門知識、 技術及び経験を生かした質の高いサー

ビスの提供を心掛けてきました。 HLBI ネットワークに

は HLB Meisei 有限責任監査法人のみが加盟してお

り、 いずれの法人も独立した事業展開を行っています。  

一方で、 利益相反や独立性の確保に留意し、 グループ間

で連携したハイクオリティなサービスの提供を強みとして

います。  こうしたサービス品質の維持 ・ 向上の基礎と

して、 自己研鑽できる環境を整え研修教育体制の充実を

図るとともに、 それを高品質のサービスへと繋げるため

にチームワークを大切にする社風と組織体制を育んでき

ました。  職業専門家としての自らの使命を自覚して、 職

業倫理を守り企業社会の公正な競争と健全な発展に寄

与していきたいと考えています。

株式会社アクアライン グロース

時間２01.5
2024 年 6月期

時間101.5
2025 年 6 月期

万円32

2024 年 6月期

2025 年 6 月期

万円102

【寄付先】

日本赤十字社、 おもちゃの図書館全国連絡会

UNHCR、 UNRWA

スタッフ総合計活動実績時間

※一人当たりの時間は、法人の役職員の総人員数で除して求めています。

寄付金額実績

     業務区分                      会社数

会社法監査

その他の法定監査

任意監査

その他の保証業務

その他

５社

４0 社

８社

２７社

１社

※非監査業務は過去 1 年間の実績にて計上

5.75 時間一人当たり

2.81 時間一人当たり
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監査法人のガバナンス ・ コードの適用状況

金融庁より改訂版 「監査法人の組織的な運営に関する原則」 ( 監査法人のガバナンス ・ コード ) が 2023 年３月 24

日に公表されました。

上場会社等を監査している HLB Meisei 有限責任監査法人では、 公認会計士法施行規則第 96 条に基づき、 当該監

査法人のガバナンス ・ コードに対応した業務を実施するための体制整備が求められており、 適切かつ効果的な取組みを

目指し様々な施策に取り組んでおります。 各原則に沿った対応状況を以下にまとめました。

原則１
監査法人が果たすべき役割

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。 これを果たすため、監査法人は、
法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、 その能力を十分に発揮させ、 会計監査の品
質を組織として持続的に向上させるべきである。

　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況

１ー１ 監査法人は、 その公益的な役割を

認識し、 会計監査の品質の持続的

な向上に向け、 法人の社員が業務

管理体制の整備にその責務を果た

すとともに、 トップ自ら及び法人の

構成員がそれぞれの役割を主体的

に果たすよう、 トップの姿勢を明ら

かにすべきである。

当法人は、 明誠グループの一員として 「明誠グループは、 誠実で

かつ高度な専門技能を有する人材を育み、 チームワークにより高

品質なサービスを生み出し、 公正かつ健全な国際社会の発展に寄

与する事を目的とする」 という経営理念を掲げています。

当法人の統括代表社員は、 「誠実に職務に向き合い、 真実を明ら

かにする」 精神及び経営方針を繰り返し発信し、 率先して姿勢を

示すように努めています。

１ー２ 監査法人は、 法人の構成員が共通

に保持すべき価値観を示すととも

に、 それを実践するための考え方や

行動の指針を明らかにすべきであ

る。

当法人は次の行動指針を掲げています。

・ 私たちは信頼を得るために、 与えられた業務に誠実に向き合い

ます。

・ 私たちは高品質の業務を遂行するために、 専門知識と技術の向

上に努めます。

・ 私たちは公正不偏の態度を貫くために、 誘惑や圧力に屈しない

人格の形成に努めます。  

・ 私たちはより良い成果を出すために、 チームワークを大切にしま

す。

・ 私たちは先人の知恵に学び、 自ら創意工夫、 日々努力して、 ベ

ストを尽くします。

１ー３ 監査法人は、 法人の構成員の士気を

高め、 職業的懐疑心や職業的専門家

としての能力を十分に保持 ・ 発揮さ

せるよう、 適切な動機付けを行うべ

きである。

当法人は、 監査業務が遂行しやすくなるように業務遂行のための

ルール、 監査調書様式、 研修制度など、 必要と考えられる様々

な制度を整備 ・ 改善し続けています。 また、 役職員が中長期の

目標と短期目標を自ら定めて、 目標達成のための手段について面

談などを通じて上長がサポートする目標管理制度により、 構成員

が自ら成長するように促しています。 さらに、 それを支援するた

めの資格取得 ・ 自己学習支援制度も充実させています。 目標達

当法人は、 財務情報の信頼性を確保し資本市場の発展に貢献するという社会的使命を果たすため、
誠実に職務に向き合い、 真実を明らかにすることが大切だと考えています。 当法人の名称にある
Meisei （＝明誠） は、 この 「誠実」 と 「真実を明らかにする」 という精神を表しています。

１ー６ 監査法人がグローバルネットワーク

に加盟している場合や、 他の法人

等との包括的な業務提携等を通じ

てグループ経営を行っている場合、

監査法人は、 グローバルネットワー

クやグループとの関係性や位置づ

けについて、 どのような在り方を

念頭に監査法人の運営を行ってい

るのかを明らかにすべきである。

当法人は、 アドバイザリーと会計に関する国際的なネットワークで

ある HLB International(HLBI) のメンバーファームに加盟し

ています。  HLBI は独立した会計事務所のネットワークであり、 

メンバーファームは本部から独立して経営意思決定を行い、 経営

の独立性は保たれています。  HLBI はメンバーファームに対して 

HLBI 独自の国際監査マニュアルと国際品質管理手順を提供して

います。 当法人は、 HLBI の提供するツールなどを参照するとと

もに、 日本公認会計士協会の提供するツールを利用し、 また独自

のツールを開発するなど、 品質管理の持続的な向上に取り組んで

います。

また、 当法人は明誠グループの中核的な存在です。  明誠グルー

プは、 会計、 監査、 税務分野のプロフェッショナル集団としてサー

ビスを提供しています。  法人間では、 研修を共同で実施し、 人事

交流を行うなど、 専門知識やノウハウの相互に生かす体制を築い

ています。

１ー４ 監査法人は、 法人の構成員が、 会

計監査を巡る課題や知見、 経験を

共有し、 積極的に議論を行う、 開

放的な組織文化 ・ 風土を醸成すべ

きである。

監査チームは、 計画策定から意見形成までの監査の全過程におい

てチーム内のコミュニケーションを行うように努めています。また、

監査上の論点などについては、 チーム内でオープンに議論すると

ともに、 幹部職員やパートナー間で日常的に議論しています。 さ

らに、 「正しい判断が最優先される」 という共通認識のもと、 役職

に関係なく意見を出しあえる組織風土を醸成するように努めてい

ます。

１ー５ 監査法人は、 法人の業務における

非監査業務 （グループ内を含む。）

の位置づけについての考え方に加

えて、 利益相反や独立性の懸念に

対し、 規模 ・ 特性等を踏まえて具体

的にどのような姿勢で対応を講じて

いるかを明らかにすべきである。 ま

た、 監査法人の構成員に兼業 ・ 副

業を認めている場合には、 人材の

育成 ・ 確保に関する考え方も含め

て、 利益相反や独立性の懸念に対

して、 どのような対応を講じている

か明らかにすべきである。

当法人は、 監査の専門家としての専門性や監査業務から得た知

見を活かして、 監査及びその他の保証業務以外の専門サービス

を提供していますが、 その比率は現時点ではほんのわずかにすぎ

ず、 今後も 1 割以下にとどめる方針です。 明誠グループ全体と

しては、 経営の安定を図るため、 監査業務を 5 割、 税務、 経理

財務のアウトソーシング及びコンサルティングを合わせて 5 割の

比率を目指しています。

非保証業務を受嘱するに当たっては、 非保証業務を受嘱しようと

するものが独立性を検討した上で、 対象会社、 業務内容などを

記載した稟議書類を起案し、 統括代表社員の承認を得ることとし

ています。

当法人では、 監査チームの構成員を税務専門家を除き、 原則と

して全員を常勤としています。 常勤の役職員の兼業 ・ 副業につい

ては、当法人の業務に支障のない範囲で、競業とはならず、かつ、

利益相反や独立性を侵害することのない場合に限り認めることと

しています。

成のための努力と成果、 面談によるコミュニケーション、 調書レ

ビューなどを通じた執務内容の把握を通じて、 公平 ・ 公正な人事

評価を行うことで、 モチベーションの向上につなげています。

　　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況
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２ー１ 監査法人は、 実効的な経営 （マネ

ジメント） 機関を設け、 組織的な運

営が行われるようにすべきである。

また、 規模 ・ 特性等を踏まえて経

営機関を設けないとした場合は、 実

効的な経営機能を確保すべきであ

る。

当法人は、 監査部 （第 1 部、 第 2 部）、 品質管理部、 経営管理部、

情報技術部に適切に権限と責任を配分し、 業務執行を行っていま

す。  統括代表社員は、 経営戦略を立案し、 社員会の承認を経て

業務執行を行うとともに、 戦略推進室を置いて重点戦略を推進し

ています。 また、 各部門長と補佐から構成されるリーダー会にお

いて部門間の連絡と調整を行っています。 さらに、 各種規程や細

則を整備し、 重要な事項については、 ワークフローにより、 承認

や報告が行われる仕組みとなっています。

原則２
組織体制

監査法人は、 会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を持続するため、 実
効的に経営 （マネジメント） 機能を発揮すべきである。

　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況

２ー２ 監査法人は、 会計監査に対する社

会の期待に応え、 組織的な運営を

確保するため、 以下の事項を含め、

重要な業務運営における経営機関

の役割を明らかにすべきである。

・ 監査品質に対する資本市場からの

信頼に大きな影響を及ぼし得るよう

な重要な事項について、 監査法人

としての適正な判断が確保されるた

めの組織体制の整備及び当該体制

を活用した主体的な関与

当法人は、 会計監査に対する社会の期待に応えるため、 品質管

理体制を整備しています。 品質管理規程をはじめ、 各種の規程、

細則、 マニュアル等を定め、 各種の監査調書様式を整え、 基準の

変更や内外からの指摘事項に対応して、 常に見直しを図っていま

す。 ワークフローを整備して組織的な意思決定を行う仕組みを整

えており、 規程、 組織変更などの重要な意思決定は社員会で行う

こととなっています。

当法人の監査業務において、 監査リスクを許容可能な水準以下に

抑えるために、 監査契約の新規の受嘱、 監査契約の更新及び辞

任について、 検討、 文書化、 承認のルールを定めています。

また、適正な意見表明がなされるために、①監査調書様式を定め、

②チーム内討議のルール、 ③審査体制を整えています。 具体的に

は、 ①監査調書様式については、 監査基準報告書 300 実務ガイ

ダンス第１号 「監査ツール （実務ガイダンス）」 を利用するほか、

法人独自の様式を追加で定め、 IT を利用した調書ひな形なども

整備しています。 ②監査チームは、 監査業務開始前にチーム内討

議を行って監査計画を共有し、 重点事項や重要な監査アプローチ

について共通認識を図っています。 監査の意見表明前において

は、 チーム内討議を行い検出事項や気づき事項を共有し、 不正の

端緒の有無や監査の十分性を確認しています。 ③当初監査計画

及び重要な修正監査計画については計画審査を行い、 レビュー意

見や監査意見を表明する場合には必ず事前に審査を行うことを義

務付けています。 また、 重要な事項については適宜、 審査を行う

こととしています。監査チームと審査担当者との見解の相違があっ

た場合には、 社員会において協議することとしています。

さらに、 品質管理部を設置し、 組織の業務遂行の適正性につい

て日常的な監視を行うとともに、 毎期複数の監査業務について定

期的検証を実施しています。 その他に、 随時監査業務に関する特

当法人は、 職員数も 50 名に満たないほど規模が小さく、 社員も 6 人しかおりません。 そのため、
原則として月 1 回開催される社員会が経営意思決定機関となっています （人員数は 2025 年 6 月
末現在）。

２ー３ 監査法人は、 経営機能を果たす人

員が監査実務に精通しているかを

勘案するだけではなく、 法人の組織

的な運営のための機能が十分に確

保されるよう、 経営機能を果たす

人員を選任すべきである。

当法人は、 監査実務に精通したものを社員に登用していますが、

その中でも経営業務執行の能力をもつ者を統括代表社員としてい

ます。 統括代表社員は、 監査業務に造詣が深く、 経営管理、 デー

タ分析及び IT に精通しており、 長年当法人の経営業務執行を

行っています。 他の社員は、 監査業務、 審査業務、 品質管理業

務を担うとともに、 統括代表社員の業務執行を社員会などを通じ

て監督しています。

定項目の点検も行っています。 検出事項については、 監査チーム

と討議し、 改善策を講じています。

監査上のリスクを把握し、 これに適切に対処するために、 経済環

境等のマクロ的な観点を含む分析については、 現時点では各監

査チームが監査計画策定の過程で行うにとどまっています。 監

査チームがより深く分析できるように情報提供する体制について

は、 今後整備していこうと考えています。

被監査会社の経営者や監査役等との討議については、 各監査チー

ムが率直かつ深度ある意見交換が行われるように、 法定監査では

年 1 回以上、 上場会社では年 4 回以上ミーティングを開催する

ことを促しています。

人材育成については、週礼時研修、定期研修、夏季集中研修、チー

ム内研修の 4 つの研修制度を設け、 監査チームメンバーは 1 人

当たり年間 100 時間を優に超える充実した研修を行っていま

す。  役職員のキャリアプランに基づいて成長を支援するため、 目

標管理制度及び自己学習及び資格取得支援制度を設けています。

目標管理制度においては、 役職員は自己評価を行うとともに中長

期目標を定め、 上長と面談を実施して、 その結果を踏まえて人事

考課を行っています。 自己評価及び人事考課においては、 業務

品質を重視する内容となっています。

監査に関する業務の効率化のために、 早期からペーパーレス化に

取り組み、 財務データの推移表や推移グラフの自動作成ツール、

データサンプリングツール、 文書照合ツールなどの最新の IT ツー

ルの導入を積極的に行っています。 売上関連の業務管理データな

どを入手し、 網羅的、 多面的かつ緻密な分析を行うことで、 不正

を見逃さないための深度ある監査手続を開発しています。 こうし

た IT ツールを監査業務で十分に活用し、 監査の実効性を高める

ために、 IT 関連の教育研修も充実させています。

・ 監査上のリスクを把握し、 これに

適切に対応するための、 経済環境

等のマクロ的な観点を含む分析や、

被監査会社との間での率直かつ深

度ある意見交換を行う環境の整備

・ 法人の構成員の士気を高め、 職業

的専門家としての能力を保持 ・ 発揮

させるための人材育成の環境や人

事管理 ・ 評価等に係る体制の整備

・ 監査に関する業務の効率化及び企

業においてもデジタル化を含めたテ

クノロジーが進化することを踏まえ

た深度ある監査を実現するための

IT 基盤の実装化 （積極的なテクノ

ロジーの有効活用を含む検討 ･ 整

備）

　　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況
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３ー２ 監査法人は、 組織的な運営を確保

し、公益的な役割を果たす観点から、

自らが認識する課題等に対応するた

め、 独立性を有する第三者の知見

を活用すべきである。  併せて、 当

該第三者に期待する役割や独立性

に関する考え方を明らかにすべきで

ある。

評議員会で討議した内容については、 統括代表社員が社員会で

報告し、 外部の評議員の意見を検討し、 経営に生かすように努め

ることにしています。 外部の評議員は、 当法人、 明誠グループ、

HLBI の本部及びネットワークとは公認会計士法の定めに準じた

利害関係がなく、 かつ、 当監査法人のクライアント及びその役職

員と同様の関係がない者を選任することとしています。

原則３
組織体制

監査法人は、 監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督 ・ 評価し、 それを通じて、
経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。   

当法人は、 経営機能の実効性を監督 ・ 評価するための機関として評議員会を置いています。

　　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況

３ー１ 監査法人は、 経営機関等による経

営機能の実効性を監督 ・ 評価し、

それを通じて実効性の発揮を支援

する機能を確保するため、 監督 ・

評価機関を設け、 その役割を明ら

かにすべきである。 また規模 ・ 特

性等を踏まえて監督評価機関を設

けないとした場合は、 経営機能の実

効性を監督 ・ 評価する機能や、 そ

れを通じて実効性の発揮を支援す

る機能を確保すべきである。

評議員会は、 外部の有識者 1 名と統括代表社員から構成され、

経営組織体制、 経営戦略、 重要な業務執行、 監査の品質管理体

制、 組織的な運営の実効性、 人材育成、 人事管理・評価及び報酬、

内部及び外部からの通報に関する方針 ・ 手続及び通報に対する対

処状況、 被監査会社、 株主その他の資本市場の参加者等との意

見交換の実施状況といった事項を協議することとしています。

当法人の規模は小さいため、 外部の有識者は 1 名でも十分だと

考えています。 統括代表社員をメンバーに加えることにより、 経

営の状況、 法人の制度、 品質管理の整備運用状況などに対して、

適切に回答することができ、 関連資料も適時に共有できるため、

外部の有識者による監督 ・ 評価の実効性を確保することができる

と考えています。

３ー３ 監査法人は、 監督 ・ 評価機関の構

成員又は独立性を有する第三者に

ついて、 例えば以下の業務を行うこ

とが期待されることに留意しつつ、

その役割を明らかにすべきである。

・ 経営機能の実効性向上に資する助

言 ・ 提言

・ 組織的な運営の実効性に関する評

価への関与

・ 経営機能を果たす人員又は独立性

を有する第三者の選退任、 評価及

び報酬の決定過程への関与

・ 法人の人材育成、 人事管理 ・ 評

価及び報酬に係る方針の策定への

関与

評議員会の役割は、３ー１記載の通りとなっています。評議員会は、

外部の有識者 1 名と統括代表社員から構成されているため、 評

議員会の役割がその構成員の役割と同一のものとなっています。

４ー１ 監査法人は、 経営機関等が監査の

現場からの必要な情報等を適時に

共有するとともに経営機関等の考え

方を監査の現場まで浸透させる体

制を整備し、 業務運営に活用すべき

である。  また、 法人内において会

計監査の品質の向上に向けた意見

交換や議論を積極的に行うべきで

ある。

当法人は、 小規模であるため、 契約及び計画段階から意見形成

段階まで、 監査責任者がみずから監査チームを率いて監査業務を

行っています。 そのため、 チームメンバーの監督とチームミーティ

ングを通じて、 現場からの必要な情報を適時に把握でき、 課題が

あれば社員同士で適時に討議するとともに、 部門横断の連絡会で

あるリーダー会での情報共有、 経営意思決定機関である社員会で

討議を行う体制となっております。 役職員全員に共有すべき情報

については、 グループウェア、 週礼、 チームミーティング、 研修な

どを通じて、 監査現場に浸透させる体制を整えており、 会計監査

の品質の向上にむけた意見交換や議論を積極的に行っています。

４ー２ 監査法人は、 法人の構成員の士気

を高め、 職業的専門家としての能

力を保持 ・ 発揮させるために、 法

人における人材育成、 人事管理 ・

評価及び報酬に係る方針を策定し、

運用すべきである。  その際には、

当法人は、 人材育成のために充実した研修制度を設け、 役職員

に必要な専門知識及びスキルを身に着ける機会を提供するととも

に、 役職員が自ら中長期の目標を立てる目標管理制度をモチベー

ションの向上のために整えています。 また、 目標管理制度の一環

として実施される自己評価と上長による面談を経て、 専門知識、

スキル、 執務態度、 業務品質、 パフォーマンスに基づいた人事考

課を実施しています。 監査業務における職業的懐疑心の発揮の結

原則４
業務運営

監査法人は、 規模 ・ 特性等を踏まえ、 組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきで
ある。 また、 人材の育成 ・ 確保を強化し、 法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質
の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。  

３ー４ 監査法人は、 監督 ・ 評価機関等が、

その機能を実効的に果たすことがで

きるよう、 監督 ・ 評価機関の構成

員又は独立性を有する第三者に対

し、 適時かつ適切に必要な情報が

提供され、 業務遂行に当たっての補

佐が行われる環境を整備すべきで

ある。

３ー１記載の通り、 統括代表社員をメンバーに加えることにより、

経営の状況、法人の制度、品質管理の整備運用状況などに対して、

適切に回答することができ、 関連資料も適時に共有できるため、

外部の有識者による監督 ・ 評価の実効性を確保することができる

と考えています。 また、 当法人の規模が小さいことから、 評議員

の補佐を行う者を置く必要性はないと考えています。

　　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況

・ 内部及び外部からの通報に関する

方針や手続の整備状況や、 伝えら

れた情報の検証及び活用状況の評

価への関与

・ 被監査会社、 株主その他の資本市

場の参加者等との意見交換への関

与

当法人は、 2005 年 5 月に設立し、 2010 年ごろには専門スタッフを原則として常勤とする体制とし
ています。 また、経営環境及び規模に応じた組織体制を整備し、環境の変化に応じて見直してきました。

　　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況
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　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況

４ー３

監査法人は、 被監査会社の CEO ・

CFO 等の経営陣幹部及び監査役等

との間で監査上のリスク等について

率直かつ深度ある意見交換を尽くす

とともに、 監査の現場における被監

査会社との間での十分な意見交換や

議論に留意すべきである。

監査業務については、 経営者や監査役等とコミュニケーションを

行うことを義務付けています。  特に上場会社等のクライアントに

ついては、 年 4 回以上実施することとなっています。  また、 監

査責任者が監査チームを自ら率いて、 監査チームメンバーを監督

し、 自らも重要事項について手続を実施していることから、 クライ

アントと率直かつ深度ある意見交換を行っています。

４ー５ 監査法人は内部及び外部からの通報

に関する方針や手続を整備するとと

もにこれを公表し、 伝えられた情報

を適切に活用すべきである。 その際、

通報者が、 不利益を被る危険を懸念

することがないよう留意すべきであ

る。

当法人では、 コンプライアンス ・ ホットラインを設け、 方針や手続

をホームページ上で公表しています。 公表している文章内で調査

情報の内容や提供者についての秘密厳守を明文化しており、 通報

者が、 不利益を被る危険を懸念することがない体制を整備してい

ます。

果が監査手続等における業務品質やパフォーマンスに現れること

を踏まえて評価を行い、 報酬テーブルに当てはめて報酬金額を決

定しています。

法人の構成員が職業的懐疑心を適正

に発揮したかが十分に評価されるべ

きである。

・ 監査業務は監査第１部と監査第２部によって実施され、 各部で

はリスクに応じてクライアントごとの監査チームが組成されていま

す。 当法人は若手のスタッフが比較的多いため、 豊富な知見や経

験を持つ社員が自ら多くの時間を費やして、 監査チームを率いて

業務にあたっています。

・ 当法人は人員数が少なく一人ひとりが貴重な戦力であり、 構成

員を派遣できる人員的余裕はないことから、 非監査業務や事業会

社等への出向などは行っていません。

・ 法人の構成員には幅広く資格取得を奨励しており、 所有資格等

を活かした職務分担を行っています。 また、 中途採用者等の経験

については、 その知見を活かすように配慮しています。

・ 当法人の勤務時間は 7 時間であり、 残業時間も 1 人当たり月

平均 5 時間以下の目標を掲げ、 ワークライフバランスを心がけて

います。 実際にこの数年間は、 この目標を達成しています。 自主

的に学習することを奨励しており、 自己学習や資格取得について

は費用の 50％を補助し、 合格祝い金を支給するとともに、 指定

した資格の取得に対しては、 補助額の増額、 試験休暇、 資格維持

コストの全額負担、 義務化された継続研修時間の業務時間内での

受講などの制度を整えています。 また、自己学習及び自己研鑽は、

目標管理制度や人事考課とリンクして、 モチベーションを高める仕

組みを作っています。

監査法人は、 併せて以下の点に留意

すべきである。

・ 法人のそれぞれの部署において、

職業的懐疑心を適切に発揮できるよ

う、 幅広い知見や経験につき、 バラ

ンスのとれた法人の構成員の配置が

行われること

・ 法人の構成員に対し、 例えば、 非

監査業務の経験や事業会社等への出

向などを含め、 会計監査に関連する

幅広い知見や経験を獲得する機会が

与えられること

・ 法人の構成員の会計監査に関連す

る幅広い知見や経験を、 適正に評価

し、 計画的に活用すること

・ 法人の構成員が業務と並行して十

分に能力開発に取り組むことができ

る環境を整備すること

４ー４

５ー１ 監査法人は、 被監査会社、 株主、 そ

の他の資本市場の参加者等が評価で

きるよう、 本原則の適用の状況や、

会計監査の品質の向上に向けた取組

みについて、 一般に閲覧可能な文書

等で、 わかりやすく説明すべきであ

る。

監査のガバナンス ・ コードの適用状況や、 会計監査の品質の向上

に向けた取組みについて、 一般に閲覧可能な文書として、 監査品

質のマネジメントに関する年次報告書で説明しています。

原則５
透明性の確保

監査法人は、 本原則の適用状況などについて、 資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、 十分
な透明性を確保すべきである。 また、 組織的な運営の改善に向け、 法人の取組みに対する内外の評
価を活用すべきである。

　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況

当法人は、 ホームページ、 登録上場会社等監査人情報及び監査品質のマネジメントに関する年次報告
書により、 十分な情報開示を行っています。 また、 当法人の取り組みについて評議員会において外部
の有識者と討議をするなど、 経営改善に向けた外部の評価を取り入れています。

５ー２ 監査法人は、 品質管理、 ガバナンス、

IT ・ デジタル、 人材、 財務、 国際対

応の観点から、 規模 ・ 特性等を踏ま

え、 以下の項目について説明すべき

である。

・ 会計監査の品質の持続的な向上に

向けた、 自ら及び法人の構成員がそ

れぞれの役割を主体的に果たすため

のトップの姿勢 ・ 法人の構成員が共

通に保持すべき価値観及びそれを実

践するための考え方や行動の指針

・ 監査法人の中長期的に目指す姿

や、 そ の 方 向 性 を 示 す 監 査 品 質

の 指 標 （AQI ： Audit Quality 

Indicator) 又は会計監査の品質の

向上に向けた取組みに関する資本市

場の参加者等による評価に資する情

報

・ 監査法人における品質管理システ

ムの状況

・ 監督 ・ 評価機関等の構成や役割。

独立性を有する第三者の選任理由、

役割、 貢献及び独立性に関する考え

方

・ 法人の業務における非監査業務 

（グループ内を含む。） の位置づけに

ついての考え方、 利益相反や独立性

の懸念への対応

・ 監査に関する業務の効率化及び企

当法人は、 監査品質のマネジメントに関する年次報告書において、

以下の各項目を説明しています。 同報告書の該当ページを以下に

記載します。

・ 統括代表社員からのメッセージ　　５ページ

・ 品質管理の 「品質管理体制」　６ページ

・ 組織 ・ ガバナンスの 「組織 ・ ガバナンスに対する基本的な方針」　

１０ページ

・ 「非監査業務の提供方針」　12 ページ

・ 人材の 「品質を重視した公正な人事考課制度」 「充実した研修

教育体制」　14 ページ

・ 「積極的な採用活動」 15 ページ

・ IT の 「IT への取り組みの状況」　18 ～ 19 ページ

・ 財務の 「倫理規則に規定される報酬依存度に対する監査事務

所としての現状」　21 ページ

・ 国際対応　22 ～ 23 ページ
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５ー３

　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況

５ー４

業におけるテクノロジーの進化を踏

まえた深度ある監査を実現するため

の IT 基盤の実装化に向けた対応状

況 （積極的なテクノロジーの有効活

用、 不正発見、 サイバーセキュリティ

対策を含む。）

・ 規模 ・ 特性等を踏まえた多様かつ

必要な法人の構成員の確保状況や、

研修 ・ 教育も含めた人材育成方針

・ 特定の被監査会社からの報酬に左

右されない財務基盤が確保されてい

る状況

・ 海外子会社等を有する被監査会社

の監査への対応状況

・ 監督 ・ 評価機関等を含め、 監査法

人が行った、 監査品質の向上に向け

た取組みの実効性の評価

グローバルネットワークに加盟してい

る監査法人や他の法人等との包括的

な業務提携等を通じてグループ経営

を行っている監査法人は以下の項目

について説明すべきである。

・ グローバルネットワークやグループ

の概略及びその組織構造並びにグ

ローバルネットワークやグループの

意思決定への監査法人の参画状況

・ グローバルネットワークへの加盟や

グループ経営を行う意義や目的 （会

計監査の品質の確保やその持続的向

上に及ぼす利点やリスクの概略を含

む。）

・ 会計監査の品質の確保やその持続

的向上に関し、 グローバルネットワー

クやグループとの関係から生じるリ

スクを軽減するための対応措置とそ

の評価

・ 会計監査の品質の確保やその持続

的向上に重要な影響を及ぼすグロー

バルネットワークやグループとの契

約等の概要

当法人は HLB International(HLBI) のメンバーファームに加

盟しています。 HLBI は独立した事務所のゆるやかなネットワー

クであるため、 ガバナンス体制や組織運営において独立性が保た

れており、 HLBI 本部及び他のメンバーファームからの干渉等は

ありません。  メンバーファーム相互の業務の紹介は活発に行われ

ていますが、 受嘱の判断はそれぞれのメンバーファームに委ねら

れています。

HLBI との契約には、 ①ブランド価値を高めるために協力するこ

と、 ②品質を維持向上させ、 顧客の信頼を得ること、 ③ピアレ

ビューの実施に協力し、 指摘事項に対して適切な措置を講じるこ

と、 ④定められたルールに基づいてメンバーシップフィーを支払

うことなどが定められています。

また当法人は、 明誠グループの一員でもあります。  明誠グループ

は、 会計、 監査、 税務の領域において専門的サービスを提供して

います。  グループに所属する法人は同じ場所で執務を行い、 研

修を共同で実施し、 人事交流を行うなど、 専門知識やノウハウを

相互に生かす体制を築いています。

監査クライアントに関する機密情報は、 監査チーム及び監査品質

の管理等に関連する役職員のみアクセスできるように措置を講じ

ております。  また、 独立性の確認については、 明誠グループのす

べての役職員に対して行っております。  さらに、 非保証業務の受

嘱に当たっては、 明誠グループのすべての法人において、 当法人

の保証業務に対して独立性の懸念が生じる可能性がないか確認

する体制を整備しています。  

監査法人は、 会計監査の品質の向上

に向けた取組みなどについて被監査

会社、 株主、 その他の資本市場の参

「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」 をホームページ

に掲載し、 当法人の品質管理に関する取り組み方針、 品質管理体

制、 品質向上への取り組み状況を開示しています。  被監査会社、 

５ー５

５ー６

加者等との積極的な意見交換に努め

るべきである。  その際、 監督 ・ 評

価機関の構成員又は独立性を有する

第三者の知見を活用すべきである。

株主、 その他の資本市場参加者等から質問や意見などを頂いた

場合には、 真摯に回答し、 誠意をもって討議していきたいと考え

ています。

また、 被監査会社に対して、 監査契約の更新、 ヒアリングやコミュ

ニケーションを行う際に、 当法人の会計監査の品質の向上に向け

た取組みについての説明を行うことにしています。

　　　　　　　　　指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況

監査法人は、 本原則の適用の状況や

監査品質の向上に向けた取組みの実

効性を定期的に評価すべきである。

本原則の適用状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性に

ついては、 毎期品質管理部がモニタリング及び定期的検証を実施

し、 検出事項に関する監査チームとの協議、 評価検討を経て、 社

員会に報告を行っています。 評価結果に基づき、 統括代表社員

の指揮の下で改善活動を実施しています。 評価結果については

透明性報告書に記載を行っています。

監査法人は、 資本市場の参加者等と

の意見交換から得た有益な情報や、 

本原則の適用の状況などの評価の結

果を、 組織的な運営の改善に向け活

用すべきである。

クライアントの経営者や監査役等とコミュニケーションから得た有

益な情報は、 組織的な運営の改善に向け活用することにしていま

すが、 資本市場の参加者等とのその他の意見交換の機会につい

ては、 現在のところ特定の手段を確保していません。  この点につ

いては、 機会が得られれば、 積極的に意見交換を図っていこうと

考えています。


